
(様式２）

　 　 部(局)等名：土木部　　　　

名称 金額

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

土木総務課

土木総務課

和木波子海岸　海岸災害復旧工事（４災
75号）施工監理業務

R6.4.1
公益財団法人　島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

1,098,900
第167条の2第1項第2
号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村の
公共事業について豊富な実績を有しており県の監
督職員と同様の施工管理業務を行うことができる
唯一の機関であるため。

伊野川外　河川災害復旧工事（５災　６号、
114号、県単災害）施工監理等業務

R6.4.1
公益財団法人　島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

3,258,200
第167条の2第1項第2
号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村の
公共事業について豊富な実績を有しており県の監
督職員と同様の施工管理業務を行うことができる
唯一の機関であるため。

土木総務課

土木総務課

掛谷上阿井線　松映橋道路メンテナンス事
業補助工事施工監理等業務

R6.4.1
公益財団法人　島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

3,460,600
第167条の2第1項第2
号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村の
公共事業について豊富な実績を有しており県の監
督職員と同様の施工管理業務を行うことができる
唯一の機関であるため。

土木総務課

国道432号　菅原広瀬バイパス２工区社
会資本整備総合交付金（改良）（補正）
工事施工監理等業務

R6.4.1
公益財団法人　島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

12,049,400
第167条の2第1項第2
号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村の
公共事業について豊富な実績を有しており県の監
督職員と同様の施工管理業務を行うことができる
唯一の機関であるため。

随　意　契　約　の　結　果　の　公　表

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
（税込）

地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由

契約相手先以外の見積書徴取先
及び見積金額（税抜） 所管部課（地方機関）

の名称
備　考

島根県土木部職員研修業務委託 R6.4.1
公益財団法人　島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

10,499,500
第167条の2第1項第2
号

（公財）島根県建設技術センターはその設立目的
及び事業内容に合致しており、当法人以外では適
切に業務を実施できる法人がないため。



名称 金額

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
（税込）

地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由

契約相手先以外の見積書徴取先
及び見積金額（税抜） 所管部課（地方機関）

の名称
備　考

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

港湾空港課
浜田港　福井地区　荷役機械保守点検業務
委託

R6.4.1
(株)三井E&S
東京都中央区築地5-6-4

25,047,000
第167条の2第1項第2
号

特殊な機械であり、契約者以外に対応可能な者が
いないため。

道路交通情報提供業務委託 R6.4.1
公益財団法人　日本道路交通情報センター
東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号

15,048,000
第167条の2第1項第2
号

契約の目的物が特定の者でなければ納入できな
いものであるとき。

道路維持課

道路維持課

R6.4.1
株式会社イーグリッド
出雲市常松町526

1,433,245
第167条の2第1項第2
号

本システムの設計、開発業者であり、システム全
体の特性を十分に理解しており、障害等の発生時
に、即時にサポート対応ができる業者であるため。

エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号

1,353,660
第167条の2第1項第2
号

本サービスを提供する業者であり、運用保守は技
術に精通した本業者でなければ実施することがで
きないため。

令和６年度道の駅はじまりWi-Fi運用保守業
務

R6.4.1

令和６年島根県地価調査業務委託・一式 R6.4.1
公益社団法人　島根県不動産鑑定士協会
松江市母衣町55番地4

20,300,280
第167条の2第1項第2
号

　 「不動産の鑑定評価に関する法律」により、不動
産の鑑定評価は不動産鑑定士による独占業務で
ある。公益社団法人島根県不動産鑑定士協会は、
県内に事業所を有する不動産鑑定業者が加入し
ている公益法人であり、国土交通省実施の地価公
示に係る鑑定評価や県内全市町村から固定資産
税評価の委託を受けるなど、本県の地価状況に精
通し、公益事業の経験が豊富である。このことか
ら、本県地価調査事業を適正かつ効率的に実施で
きる者は同協会を除いて外にないため。

令和６年度落石等異状通報システム保守
点検業務

用地対策課

道路維持課



名称 金額

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
（税込）

地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由

契約相手先以外の見積書徴取先
及び見積金額（税抜） 所管部課（地方機関）

の名称
備　考

－ －

－ －

－ －

令和６年度開発協議業務委託・一式 R6.4.1
島根県土地開発公社
松江市古志原四丁目１番１号

5,297,600
第167条の2第1項第2
号

島根県土地開発公社は、公有地の拡大の推進に
関する法律に基づき設立された法人であり、公共
事業のための用地の取得、造成その他の管理及
び処分を行うとともに、地域の秩序ある整備と県民
福祉の増進に寄与することを目的としている。
土地開発公社は、①～③の事業を行う
① 次の土地の造成等を行い、地域の発展のため
に開発する事業
　・公有地の拡大の推進に関する法律に規定する
土地
　・道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用
施設の用に供する土地
　・公営企業の用に供する土地
　・市街地開発事業の用に供する土地
　・観光施設事業の用に供する土地
　・自然環境を保全することに特に必要な土地
　・史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理の
ために必要な土地
　・航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は
軽減するために特に必要な土地
② 公共用地を造成し借地権を設定し公共の用に
供するため賃貸する事業
住宅用地の造成事業、港湾整備事業（埋立事業に
限る。）、地域開発のために臨海工業用地、内陸工
業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に
供する一団の土地の造成事業並びに造成地につ
いて借地権を設定し、当該造成地を業務施設、福
祉増進施設又は立地促進施設（業務施設又は福
祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。）
の用に供するために賃貸する。
③ 上記①②の業務に付帯する業務

　上記のとおり島根県土地開発公社は、土地開発
において長年の実績と経験があり、開発協議に関
する必要な知識と経験を十分に有している。
　また、この委託業務は、起業者の開発計画を事
前に知り得ることができることから、情報管理につ
いて慎重な取り扱いが求められるが、長年、公共
事業に関与してきた組織であり、その信頼性は極
めて高い。
　更に、土地開発公社の定款において、上記①～
③の業務の遂行に支障ない範囲において「国、地
方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、
土地取得のあっせん、調査、測量その他これらに
類する業務を行う」への従事が認められており、島
根県から委託業務を請け負うことについては、何ら
問題なく適切に業務の遂行ができる。
　以上のことから島根県土地開発公社は、この委
託業務を請け負う最適な業者であり、他に委託す
る事業者はないため地方自治法施行令１６７条の2
第１項第２号により随意契約とする。

用地対策課



名称 金額

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
（税込）

地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由

契約相手先以外の見積書徴取先
及び見積金額（税抜） 所管部課（地方機関）

の名称
備　考

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

当課が運用するアプリを構築した業者であり、アプ
リ利用者の位置情報データ等の使用が可能な唯
一の業者であるため。

令和6年度　CADソフトウェア保守業務委託 R6.4.1
川田テクノシステム（株）
東京都千代田区神田須田町1-25

2,431,000
第167条の2第1項第2
号

当該システムの開発者でしか保守業務に対応でき
ないため。

技術管理課
　（企画調査係）

令和６年度山陰道開通後の高速道路ネッ
トワークを利用した周遊観光促進の戦略
検討業務

R6.4.22
公益財団法人島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

3,825,800
第167条の2第1項第2
号

特定者でなければ納入できないため（委託先との
事前協定に基づき、県・市町村職員が技術力向上
に繋がる支援を受けるため）

高速道路推進課R6.4.10
特定非営利活動法人
地域・観光情報総合研究所
東京都文京区湯島三丁目2-14-1304

2,992,000
第167条の2第1項第2
号

技術管理課
　（長寿命推進室）

島根県公共土木施設維持管理システム（第
２期システム）保守管理・運用業務

R6.4.1
公益財団法人島根県建設技術センター
松江市古志原4丁目1-1

59,796,660

地方公共団体の物品
等又は特定役務の調
達手続きの特例を定
める政令第１１条第１
項第１号

公共土木施設に関する専門的な知識を有し、県及
び市町村との連携・調整に精通している必要があ
り、当システムの運用保守実績がある契約相手し
か保守業務に対応できないため。

技術管理課
　（長寿命推進室）

令和６年度島根県公共土木施設点検・診断
技術支援業務

島根県公共土木施設維持管理システム（第
２期システム）提供サービス

R6.4.1
日本電気株式会社　山陰支店
鳥取県米子市東町171番地

88,528,000

地方公共団体の物品
等又は特定役務の調
達手続きの特例を定
める政令第１１条第１
項第１号

システムの開発業者であり、契約相手しかサービ
ス提供できないため。

その性質又は目的が競争入札に適しないため。

技術管理課
　（長寿命推進室）

住宅施策情報提供等事業業務委託 R6.4.1
（一財）島根県建築住宅センター
松江市東本町2丁目60番地すままちプラザ2階

7,833,100
第167条の2第1項第2
号

県民に対して必要な住情報を幅広く、総合的に提
供できる県内唯一の団体であるため。

建築住宅課

R６特殊建築物等定期報告に関する事務委
託

建築住宅課R6.4.1
一般財団法人島根県建築住宅センター
松江市東本町二丁目60番地

1,837,000
第167条の2第1項第2
号

令和６年度建築行政共用データベースシス
テム利用契約

R6.4.1
一般財団法人建築行政情報センター
東京都新宿区神楽坂1丁目15番地

1,307,625
第167条の2第１項第
2号

全国的なデータベースシステムとなる本システムを
開発している唯一の機関であるため。

建築住宅課



名称 金額

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
（税込）

地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由

契約相手先以外の見積書徴取先
及び見積金額（税抜） 所管部課（地方機関）

の名称
備　考

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

- -

- -

- -

- -

- -

- -

有限会社　早川電機 1,500,000

- -

- -

隠岐空港ターミナルビル高圧気中開閉器更
新工事

R6.4.16
株式会社中電工　隠岐営業所
隠岐郡隠岐の島町有木月無

1,595,000
第167条の2第1項第1
号

予定価格が規則で定める額を超えないため（会規
６６条表第１号　工事または製造の請負で予定価
格が２５０万以下のもの）

隠岐支庁県土整備局

別府港第１ターミナル２階テナント改修給排
水衛生設備工事

R6.4.15
株式会社電設サービス　松江営業所
松江市東朝日町２０７番１

2,500,000
第167条の2第1項第2
号

不動産の買入れ又は貸入れ、普通地方公共団体
が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に
使用させるため必要な物品の売払いその他の契
約でその性質又は目的が競争入札に適しないとし
て随契契約とした。

隠岐支庁県土整備局

建築基準適合判定資格者検定受検者研修
業務

R6.4.16
一般財団法人島根県建築住宅センター
松江市東本町二丁目60番地

1,298,000
第167条の2第１項第
2号

その性質又は目的が競争入札に適しないため。 建築住宅課

R6.4.15
株式会社電設サービス　松江営業所
松江市東朝日町２０７番１

2,500,000
第167条の2第1項第2
号

不動産の買入れ又は貸入れ、普通地方公共団体
が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に
使用させるため必要な物品の売払いその他の契
約でその性質又は目的が競争入札に適しないとし
て随契契約とした。

別府港第１ターミナル２階テナント改修空調
換気設備工事

隠岐支庁県土整備局

西郷港・来居港エレベーター保守管理業務
委託

R6.4.1
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
広島県広島市中区中町7番22号

4,075,000
第167条の2第1項第2
号

西郷港上屋、別府港上屋、来居港上屋に設置のエ
レベータ３基とも三菱電機が設置したものである
が、本業務では、各エレベーターの24時間の遠隔
監視と故障時の自動通話（閉じ込め時等の直接通
話）を行う必要があり、対象エレベーターの情報セ
ンターを有する業者が、エレベーター設置業者の
三菱電機ビルソリューションズ株式会社となるため
随意契約とした。

隠岐支庁県土整備局

来居港旅客上屋管理委託業務 R6.4.1
知夫村
隠岐郡知夫村郡1065

4,482,500
第167条の2第1項第2
号

知夫村内に清掃を委託できる業者がおらず島外の
業者と契約を行うとフェリーの運航状況により業務
が行えないことも想定される。よって業務の確実な
履行が可能である相手方と随意契約とした。

隠岐支庁県土整備局

隠岐空港ＰＢＢ保守点検業務 R6.4.1

三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社
広島県広島市安佐南区長楽寺2-12-1
（広島高速交通株式会社　機器棟３Ｆ内）

2,640,000
第167条の2第1項第2
号

隠岐空港PBBは、航空機へ接続を行い乗客の通
路となる機器であり、制御・データソフトウェアシス
テムも含まれている隠岐空港に調整を施された特
殊な機器であることから、システムを設計した「三
菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社」でな
ければ、点検及び修理することができないため随
意契約とした。

隠岐支庁県土整備局



名称 金額
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－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第167条の2第１項第
2号

島根県土地開発公社は、国及び地方公共団体の
設計事務等が行え、また、豊富な実績を有しており
県の監督職員と同様の施工管理業務を行うことが
できる唯一の機関であるため。

令和６年度宍道流域下水道東部浄化セン
ターの実施設計の作成委託に関する協定
（その２）

R6.5.21

土木総務課

宍道湖流域下水道事務所

出雲養護学校雲南分教室運動場整備工事
設計書作成施工監理等業務委託

R6.5.27
島根県土地開発公社
松江市古志原4丁目1-1

4,459,400

令和６年度宍道流域下水道西部浄化セン
ターの実施設計の作成委託に関する協定
（その１）

R6.5.21
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁目31番27号

6,740,000
地方公営企業法施行
令第21条の14第2項

その性質又は目的が競争入札に適しないため。

日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁目31番27号

5,240,000
地方公営企業法施行
令第21条の14第2項

その性質又は目的が競争入札に適しないため。

技術管理課
（土木設計基準係）

技術管理課
（土木設計基準係）

宍道湖流域下水道事務所

令和６年度  島根県公共工事積算共同利
用システム発注者支援積算システム対応
業務委託

R6.5.27
M&T島根県公共工事積算共同企業体
松江市乃木福富町735番地211

1,936,440
第167条の2第1項第2
号

その性質又は目的が競争入札に適しない。

令和６年度　港湾工事市場単価（隠岐地
区）調査業務

R6.5.2
一般財団法人　経済調査会　中国支部
広島県広島市中区基町13番13号

2,409,000
第167条第2第1項第2
号

本業務は県独自で隠岐地区の港湾工事市場単価
を設定する必要があり、該当業務を実施可能な唯
一の業者であるため。

隠岐支庁県土整備局隠岐空港除草作業業務委託 R6.4.25
隠岐の島町
隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

8,811,000
第167条の2第1項第2
号

「隠岐空港除草業務に関する協定書（平成１９年４
月１２日締結）に基づき隠岐の島町と随意契約とし
た。

令和６年度　浜田港　福井地区　荷捌機械
保守点検業務

R6.4.1
日本キャタピラー合同会社　浜田営業所
浜田市治和町ロｰ183

1,876,600
第167条の2第1項第2
号

浜田港における取扱コンテナの種別等も考慮し設
計された特殊機械であり、その構造・状態に精通
し、保守点検を実施できるのは契約者のみである
ため。

浜田港湾振興センター

浜田港湾振興センター
周布鰐石臨港道路アンダー排水機場　ポン
プ及び制御盤点検業務

R6.4.12
山陰クボタ水道用材株式会社
浜田営業所長　三隅　重昭
浜田市下府町327－58

1,213,300
第167条の2第1項第2
号

当該設備は、地形的な特性や、浜田港周辺の気象
条件等を勘案し設計・設置されたものであり、保守
点検の実施にあたり、当該設備の構造・内容を熟
知した者は相手先事業者のみであるため。
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- -

- -

- -

道路維持課
令和6年度島根県道路情報システム観測局
保守点検業務

R6.5.30
西日本電信電話株式会社島根支店
松江市東朝日町１０２番地

2,662,000
第167条の2第1項第2
号

当システムの障害対応や保守管理にあたっては、
サーバやネットワークを含めたシステム全体の特
性を十分に理解し、最新の技術情報を入手するこ
とができ、即時の対応サポートができる業者でなけ
ればならないため


